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１ 生活やサービスの相談窓口 

  

福祉事務所は、心身に障害のある方に対して相談を受け、必要な援護や指導を行っています。

専門の職員が福祉制度を活用し、障害者（児）が抱える様々な問題の解決にあたっています。

お気軽にご相談ください。 

→ 窓口 市役所分室増築棟１階  障害者福祉課  受付時間 ８：３０～１７：１５ 

（年末年始・土日祝日を除く）TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

 市から委託を受けた次の３事業所において、身体障害、知的障害、精神障害、難病等の方や

ご家族からの相談を受けています。 

● 総合福祉エリア相談支援事業所 

東松山市松山２１８３     TEL ２１－５５７０ FAX ２５－３３０５ 

● 西部・比企地域支援センター 

東松山市松葉町２－１７－４３ TEL ８１－５３１０ FAX ８１－５３１５ 

● 比企生活支援センター 

東松山市若松町１－１４－６  TEL ８１－７１４５ FAX ８１－７１４６ 

 

  

障害のある方に対し、最もふさわしいサービスを専門的な立場から総合的に相談・判定を行

うところです。障害程度や自立支援医療（更生医療）給付などについて、医学的、心理学的及

び機能的判定を行うとともに、補装具の処方及び適合判定を行っています。 

 相談・判定を希望される方は、あらかじめ障害者福祉課へご連絡ください。 

〈所在地〉 埼玉県総合リハビリテーションセンター    上尾市西貝塚１４８－１ 

TEL ０４８－７８１－２２２２  FAX ０４８－７８１－１５５２ 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

１８歳未満の児童の養育・発達に関する相談に応じます。また、児童の心理判定、児童福祉

施設への入所などそれぞれの相談に必要な指導援助を行っています。 

 相談・判定を希望される方は、あらかじめ障害者福祉課へご連絡ください。 

〈所在地〉 川越児童相談所   川越市宮元町３３－１   

TEL ０４９－２２３－４１５２  FAX ０４９－２２４－５０５６ 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

○ 福祉事務所 

○ 川越児童相談所 

○ 埼玉県総合リハビリテーションセンター 

○ 委託相談支援事業所 
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障害者及びその家族、その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談を以下の窓

口で受け付けています。 

なお、市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定めており、障害を

理由とする差別の解消を推進しています。 

→ 窓口  

受付時間 下記いずれも、平日８：３０～１７：１５ 

（１）障害者福祉課 障害を理由とする差別全般 

    TEL ６３－５０３２  FAX ２４－６０６６ 

    E-mail HMY０３４@city.higashimatsuyama.lg.jp 

（2）人事課 市職員による障害を理由とする差別に関すること 

    TEL ２１－１４１７  FAX ２４－６１２３ 

    E-mail HMY００６@city.higashimatsuyama.lg.jp 

（3）学校教育課 市立小・中学校職員による障害を理由とする差別に関すること 

    TEL ２１－１４２９  FAX ２３－７２５５ 

    E-mail HMY0５３@city.higashimatsuyama.lg.jp 

 

 

平成２４年１０月１日に障害者虐待防止法が施行されたことに伴い、障害者福祉課内に東松

山市障害者虐待防止センターを開設しています。 障害者虐待防止法は、障害者を虐待しない、

させないための法律です。障害者の家族を支援し、虐待を予防するための取組も定めています。 

東松山市障害者虐待防止センターでは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等

による障害者虐待、使用者による障害者虐待の通報・届出の受理等の業務を行います。 

→ 窓口  

（１）東松山市障害者虐待防止センター（障害者福祉課内） 

受付時間 平日８：３０～１７：１５ 

TEL ０４９３－６３－５０３２  FAX ０４９３－２４－６０６６ 

 （２）埼玉県虐待通報ダイヤル 

 受付時間 ２４時間対応  TEL ＃７１７１ 

  相談や通報・届出をした人の情報は守られます。 

  土日祝、夜間等や現に暴行があるなどの緊急時には警察署(１１０番)へ重篤な傷病があ

る場合は１１９番消防署へ通報してください。 

 

○ 障害を理由とする差別に関する相談窓口 

○ 障害者虐待の窓口 
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２ 障害者手帳の取得 

  

 

 

 

 

身体に障害のある方が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、県知

事から交付されるもので、さまざまな福祉サービスを利用する際に活用できます。 

〈障害の範囲及び等級〉 

身体障害者手帳交付の対象となる障害は視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃ

く機能、肢体（上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能）、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、

ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスよる免疫機能、肝臓機能に永続する

障害で、その程度により１級から６級までに区分されます。 

詳しくは、巻末の「身体障害者障害程度等級表（参考資料６）」をご覧ください。 

〈手帳の申請手続（新規・再認定含む）〉 

① 所定の診断書の用紙を障害者福祉課でお受け取りください。障害の種別によって診断書

の用紙が異なりますので、窓口で障害の状態についてお伝えください。 

② 診断書を作成できる医師は身体障害者福祉法で定められていますので、主治医にご相談

いただき、指定医に作成を依頼してください。 

③ 診断書が作成されましたら、下記＜申請の手続に必要なもの＞をご持参の上、障害者福

祉課で申請手続をしてください。 

④ 申請後、市から県へ認定依頼をします。 

※ 手帳交付には、申請から概ね２か月かかります。 

 

 

 

 

 

〈手帳の交付〉 

県から市へ手帳が送付され次第、交付日を通知します。通知に記載された持ち物をご持

参の上、障害者福祉課へお越しください。なお、本人が来られない場合は、ご家族がお越

しください（その際はお越しになるご家族の身分証明もお持ちください）。 

 障害者手帳は障害の種類によって、３種類（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健

福祉手帳）に分かれています。この冊子に記載されているさまざまな制度に申し込む時をは

じめ、いろいろな場面で役立ちます。 

＜申請の手続に必要なもの＞ 

① 診断書（所定の様式に指定医が記入したもの） 

② マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 

○ 身体障害者手帳 
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〈交付後の手続〉 

事   項 

手続に必要なもの 

手帳 
写真 
(※1) 

診断書 
ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ 
確認書類 

本人確認 
書類(※2) 

障害程度の変更又は 
新たに障害が生じた場合 

○ ○ ○ ○ ▲ 

再認定を受ける時 ○ ○ ○ ○ ▲ 

手帳をなくした時  ○  ○ ▲ 

破損した時 ○ ○  ○ ▲ 

氏名又は住所が変わった時 ○   ○ ▲ 

障害がなくなった時 ○   ○ ▲ 

障害者本人が死亡した時 ○     

※1 写真は縦４ｃｍ×横３ｃｍのサイズでご用意ください。 

※2 ▲はマイナンバーカードをお持ちでない場合、ご用意ください。 

<東松山市内の指定医〉 

担当科目 医療機関名 電話 住所 指定医師名 

視覚 

いうち眼科 59-9295 箭弓町 3-5-14 井 内  足 輔 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 稲 田  紀 子 

みやざき眼科 22-4045 東平 932-3 宮 﨑  智 成 

聴覚・平衡・ 

そしゃく機能 

 

榎本耳鼻咽喉科医院 22-3478 材木町 2-29 
榎 本  仁 司 

榎 本  知 恵 

高坂耳鼻咽喉科医院 35-5410 西本宿 1986 
馬 塲  完 仁 

馬 塲  有 加 

深谷耳鼻咽喉科 

クリニック 
24-3387 石橋 1816-9 深 谷  和 正 

平衡・ 

そしゃく機能 
武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 加 藤  健 吾 

 

 

 

音声・言語 

 

 

 

 

榎本耳鼻咽喉科医院 22-3478 材木町 2-29 
榎 本  仁 司 

榎 本  知 恵 

シャローム病院 25-2979 松山 1496 加 藤  修 一 

高坂耳鼻咽喉科医院 35-5410 西本宿 1986 
馬 塲  完 仁 

馬 塲  有 加 

深谷耳鼻咽喉科 

クリニック 
24-3387 石橋 1816-9 深 谷  和 正 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 加 藤  健 吾 
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担当科目 医療機関名 電話 住所 指定医師名 

 

肢体 

河野整形外科内科 

クリニック 
22-8331 沢口町 8-6 河 野  喜 男 

河野医院 22-3056 松本町 1-5-20 河 野  貴 文 

東松山医師会病院 22-2822 神明町 1-15-10 

高 野  泰 秀 

山 里  將 瑞 

古 橋  照 之 

かきぬま整形外科 21-5222 松葉町 4-8-3 柿 沼  忍 

ハロークリニック 36-1086 大谷 1064 小 出  博 義 

シャローム病院 25-2979 松山 1496 
加 藤  修 一 

中 村  小 百 合 

埼玉成恵会病院 23-1221 石橋 1721 

長 谷 川  岳 弘 

熊 井 戸 邦 佳 

小 澤 正 宏 

大 谷  卓 也 

大谷整形外科病院 24-5333 下野本 517 

大 谷  正 

大 谷  洋 

大 谷  崇 裕 

佐 藤  春 輔 

むさし松山脳神経 

外科クリニック 
22-0071 本町 1-7-22 中 山  利 行 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 

杉 山 聡 

清 水  学 

白 田  寛 治 

吉 田  典 史 

田 島  孝 士 

野 村  恭 一 

よしおか整形外科 25-5123 松山 2612-1 吉 岡  茂 

東松山在宅診療所 81-6375 神明町 2-16-15 
中 尾  晃 

齊 藤  航 平 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 

加 藤  健 吾 

橋 出  秀 清 

山 岸  宏 江 

ぼうこう・直腸 新井クリニック 35-5550 西本宿 1859-1 新 井  稔 明 
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担当科目 医療機関名 電話 住所 指定医師名 

 

 

ぼうこう 

・直腸 

 

 

 

はせがわ泌尿器科 

皮フ科クリニック 
53-4355 日吉町 12－33 長 谷 川  了 

東松山医師会病院 22-2822 神明町 1-15-10 天 野  邦 彦 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 
岡 田  典 倫 

平 野  大 作 

シャローム病院 25-2979 松山 1496 鋤 柄  稔 

埼玉成恵会病院 23-1221 石橋 1721 清 水  広 久 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 小 野 里  航 

呼吸器 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 朱  宰 弘 

たなか内科・眼科 

クリニック 
23-1151 松葉町 4-8-3 田 中  弘 二 

河野医院 22-3056 松本町 1-5-20 河 野  貴 文 

埼玉成恵会病院 23-1221 石橋 1721 中 野  康 弘 

東松山在宅診療所 81-6375 神明町 2-16-15 齊 藤  航 平 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 河 村  俊 明 

心臓 

東松山医師会病院 22-2822 神明町 1-15-10 

荻 野  達 夫 

松 本   万 夫 

松 本  貢 一 

磯 貝 京 子 

埼玉成恵会病院 23-1221 石橋 1721 今 井 嘉 門 

東松山宏仁 

クリニック 
22-6111 材木町 12-5 石 井  栄 

シャローム病院 25-2979 松山 1496 松 村  誠 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 高 野  仁 司 

じん臓 

東松山宏仁 

クリニック 
22-6111 材木町 12-5 石 井  栄 

宏仁会高坂醫院 35-1331 西本宿 1759-1 山 田  裕 一 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 森 野  正 明 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 
菅 野  龍 彦 

末 吉  慶 多 

シャローム病院 25-2979 松山 1496 鋤 柄  稔 

免疫 東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 須 賀 原  裕 一 

肝臓 東松山医師会病院 22-2822 神明町 1-15-10 高 野  泰 秀 
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担当科目 医療機関名 電話 住所 指定医師名 

 

 

 

 

肝臓 

東松山医師会病院 22-2822 神明町 1-15-10 荻 野  達 夫 

新井クリニック 35-5550 西本宿 1859-1 新 井  稔 明 

埼玉成恵会病院 23-1221 石橋 1721 清 水  広 久 

シャローム病院 25-2979 松山 1496 鋤 柄  稔 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 須 賀 原  裕 一 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 
戸 嶋  研 一 

大 山  弘 晃 

小腸 
武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 小 野 里  航 

東松山医師会病院 22-2822 神明町 1-15-10 天 野  邦 彦 

 

〈等級について〉 

身体全体の状態を、障害の重さによって６段階の等級で区分されます。等級は、利用できる

サービスの種類や内容の主な基準となります。 

 

 

 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

 

〈重複障害について〉 

障害者手帳を交付後であっても、障害が１つでない場合は、診断書を用意することで２つ以

上の障害を申請することができます。複数部位に障害が認められると、等級が上がる場合が

あります。該当する方は、障害者福祉課へご相談いただき、所定の診断書をお受け取りくだ

さい。 

 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

重

度 

軽

度 
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知的障害のある方に対し、各種サービスや相談を受けやすくするために県知事が交付する手

帳です。埼玉県では、障害の程度を○Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃのアルファベットで表示しています。 

詳しくは、巻末の「知的障害者の等級（参考資料２）」をご覧ください。 

〈手帳の申請手続〉 

① 下記＜申請の手続に必要なもの＞をご持参の上、障害者福祉課で申請手続をしてくださ

い。提出された申請書は、本人が１８歳未満の場合は児童相談所へ、１８歳以上の場合

は埼玉県総合リハビリテーションセンターへ送付し、障害程度の判定を依頼します。 

② 判定は、面接によって行います。面接の日時については、手帳の申請後、それぞれの相

談所から直接又は障害者福祉課を経由してご家庭に連絡があります。 

※ 手帳の交付は判定から概ね２か月かかります。 

 

 

 

 

 

〈手帳の交付〉 

県から市へ手帳が送付され次第、交付できる日を通知します。通知に記載された持ち物

をご持参の上、障害者福祉課へお越しください。 

なお、１８歳未満で取得した手帳には有効期限があり、原則として３～５年ごとに再判

定を行います。 

〈交付後の手続〉 

事    項 

手続に必要なもの 

手帳 
写真 
(※1) 

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ 
確認書類 

本人確認 
書類(※2) 

障害程度の変更が生じた場合 ○ ○ ○ ▲ 

再判定を受ける時 ○ ○ ○ ▲ 

手帳をなくした時  ○ ○ ▲ 

破損した時 ○ ○ ○ ▲ 

氏名又は住所が変わった時 ○  ○ ▲ 

手帳を必要としなくなった時 ○  ○ ▲ 

障害者本人が死亡した時 ○    

※1 写真は縦４ｃｍ×横３ｃｍのサイズでご用意ください。 

※2 ▲はマイナンバーカードをお持ちでない場合、ご用意ください。 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６

＜申請の手続に必要なもの＞  ※印は１８歳以上の場合のみ 

① 母子健康手帳（※）  ② 小・中学校の通知表（※） 

③ マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 

○ 療育手帳 
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精神に障害のある方が、一定の精神障害の状態にあることを認められた場合に、県知事から

交付されるもので、各種サービスを受け、自立や社会参加の促進を図ることを目的とした手帳

です。障害の程度によって１級から３級までに区分されます。 

詳しくは、巻末の「精神障害者保健福祉手帳の障害等級（参考資料３）」をご覧ください。 

〈手帳の申請手続〉 

① 所定の診断書の用紙を障害者福祉課窓口でお受け取りください。 

② 医師に診断書の作成を依頼してください（ただし、精神障害を支給事由とする年金証書

等での申請の場合は不要）。 

③ 下記＜申請の手続に必要なもの＞をご持参の上、障害者福祉課で申請手続きをしてくだ

さい。自立支援医療（精神通院医療）を同時に申請することも可能です。 

④ 市から県へ認定依頼をします。 

※ 手帳の交付は申請から概ね２か月かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈手帳の交付〉 

県から市へ手帳が送付され次第、交付日を通知します。通知に記載された持ち物をご持

参の上、障害者福祉課へお越しください。なお、本人が来られない場合は、ご家族がお

越しください（その際はお越しになるご家族の身分証明もお持ちください）。 

郵送による手帳交付も承りますので、ご希望の方はご相談ください。 

 

※ 手帳の有効期間は２年間です。有効期間の延長を希望される方は、２年ごとに手帳の更 

新手続きが必要で、有効期限の３か月前から申請手続きを行うことができます。 

 

＜申請の手続に必要なもの＞ 

① 診断書（所定の様式） 又は  

精神障害を支給事由とする年金証書・直近の年金振込通知書の写し 

② マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 

※ 自立支援医療（精神通院医療）を同時に申請する場合については P５１参照。 

 

○ 精神障害者保健福祉手帳 
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〈交付後の手続〉 

事    項 

手続きに必要なもの 

手帳 
写真 
(※1) 

診断書又は 
年金証書・ 

振込通知書の写し 

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ 
確認書類 

本人確認 
書類(※2) 

障害程度の変更が生じた場合 ○ ○ ○ ○ ▲ 

更新もしくは再申請をする時 ○ ○ ○ ○ ▲ 

手帳をなくした時  ○  ○ ▲ 

破損した時 ○ ○  ○ ▲ 

氏名又は住所が変わった時 ○ 
 

 ○ ▲ 

手帳を必要としなくなった時 ○ 
 

 ○ ▲ 

障害者本人が死亡した時 ○ 
 

   

マイナンバーが変わった時  
 

 ○ ▲ 

※1 写真は縦４ｃｍ×横３ｃｍのサイズでご用意ください。 

※2 ▲はマイナンバーカードをお持ちでない場合、ご用意ください。 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 
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３ 日常生活の支援 

 

 

身体障害者（児）、難病患者等の失われた部位や障害のある部分を補って日常生活を容易に

するために次の補装具の購入、借受け、修理を行った場合に補装具費を支給しています。 

利用者負担は１割負担です。世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されています。ただし、

障害者本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が４６万円以上の場合

には支給の対象外となります。（R6.4.1 以降、すべての障害児は支給対象となりました。） 

※ 購入後の申請は受け付けられませんので、あらかじめご相談ください。 

対 象 種 目 

視覚障害者(児)難病患者 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 

聴覚障害者(児)難病患者 補聴器 

肢体不自由者（児） 

難病患者 

義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助

つえ（松葉づえ、多点杖、ﾛﾌｽﾄﾗﾝﾄﾞｸﾗｯﾁ、ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｸﾗｯﾁ）、 

座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 

※ 児童のみ対象 

排便補助具、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具 

                             内は借受けが可能な種目です。 

〈申請から支給までの流れ〉 

（１８歳以上の場合） 

① 障害者福祉課へ相談・申請してください。 

② 障害者福祉課より、埼玉県総合リハビリテーションセンターへ判定依頼をします。 

※補装具種目により、指定医師の意見書等で支給決定を行う場合があります。 

③ 県から市へ判定結果が送付され次第、市から申請者と補装具業者に支給決定通知を送付

し、業者には給付券を併せて送付します。 

④ 業者が本人に補装具を納入し、受け取ったら給付券に署名又は記名押印してください。

自己負担（１割）及び超過額のある方は業者へお支払いください。 

⑤ 市から申請者に納品状況の確認を行います。 

⑥ 業者が市へ代金を請求し、市は業者へ支払いをします。 

（児童の場合） 

指定医等が作成した補装具費支給意見書により、市町村が支給決定します。 

※ 申請書は、東松山市ホームページからダウンロードすることもできます。 

 

 

 

 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

＜申請の手続に必要なもの＞ 

①  障害者手帳、指定難病医療受給者証等のいずれか    ②補装具の見積書 

③ マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 

○ 補装具費（交付・借受け・修理）の支給 
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重度障害者（児）・難病患者等に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生

活用具の給付又は貸与を行います。障害の種別、等級によって給付・貸与が異なります。 

利用者負担は１割負担です。世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されています。ただし、

障害者本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が４６万円以上の場合

には給付・貸与の対象外となります。（R6.4.1 以降、すべての重度障害児は支給対象となりま

した。） 

原則、在宅の方が対象です。ただし、頭部保護帽、携帯用会話補助装置、点字器、視覚障害

者用拡大読書器、人工喉頭及びストマ用装具については、在宅でない障害者等であっても給

付・貸与を受けることができます(下記一覧表対象者内☆)。 

※ 購入後の申請は受け付けられませんので、あらかじめご相談ください。 

〈申請から給付・貸与までの流れ〉 

① 障害者福祉課へ相談してください。対象になるかどうかお調べします。 

② 見積書などを取り寄せて、障害者福祉課へ申請してください。その後、市から申請者と

業者に給付決定通知を送付し、業者には給付券を併せて送付します。 

③ 業者が本人に品物を納入し、受け取ったら給付券に署名又は記名押印してください。自

己負担 （１割）及び超過額のある方は業者へお支払いください。 

④ 業者が市へ代金を請求し、市は業者へ支払いをします。 

※ 申請書は、東松山市ホームページからダウンロードすることもできます。 

 

 

 

 

 

●視覚障害者向け用具         

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

15,500 円 ８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生時の感知及び避難が著し

く困難な身体障害児・者（障害者の

みの世帯及びこれに準ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

電磁調理器 
視覚障害者が容易に使用し得るも

の 

視覚障害 2 級以上の身体障害者（視

覚障害者のみの世帯及びこれに準

ずる世帯） 

41,000 円 ６年 

○ 日常生活用具の給付・貸与 

＜申請の手続に必要なもの＞ 

① 障害者手帳、指定難病医療受給者証等のいずれか    ② 日常生活用具の見積書  

③ マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

地デジ対応 

ラジオ 

地上波デジタル放送の受信が可能

なもの 

視覚障害児・者であって原則として

学齢児以上のもの 
28,500 円 5 年 

視覚障害者用

時計 

視覚障害者が容易に使用し得るも

の 

視覚障害 2 級以上の身体障害者（音

声時計は、原則として手指の触覚に

障害がある等のため触読式時計の

使用が困難なもの） 

触読式 

10,300 円 

音声式 

13,300 円 

10 年 

視覚障害者用

体重計 

視覚障害者が容易に使用し得るも

の 

視覚障害 2 級以上の身体障害者（視

覚障害者のみの世帯及びこれに準

ずる世帯） 

18,000 円 ５年 

視覚障害者用

体温計 

（音声式） 

視覚障害児・者が容易に使用し得る

もの 

視覚障害 2 級以上の身体障害児・

者で、原則として学齢児以上のもの

（視覚障害者のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯） 

9,000 円 ５年 

歩行時間 

延長信号機用 

小型送信機 

視覚障害児・者が容易に使用し得る

もの 

視覚障害 2 級以上の身体障害児・

者で、原則として学齢児以上のもの 
7,000 円 10 年 

視覚障害児・者

用誘導装置 

音声による目的物（位置）等の確認

が可能となるもの 

視覚障害児・者のうち、音声による

誘導を必要とするもの 
56,000 円 ６年 

視覚障害者用 

拡大読書器 

画像入力装置を読みたいもの（印刷

物等）の上に置くことで、簡単に拡

大された画像（文字等）をモニター

に映し出せるもの 

視覚障害児・者であって、本装置に

より文字等を読むことが可能にな

るもので、原則として学齢児以上の

もの      ☆ 

198,000 円 ８年 

点字図書 点字により作成された図書 
主に情報の入手を点字によってい

る視覚障害児・者 
点字図書価格 － 

点字タイプ 

ライター 

視覚障害児・者が容易に使用し得る

もの 

視覚障害 2 級以上の身体障害児・

者で、原則として就学若しくは就労

しているか又は就労が見込まれる

もの 

63,100 円 ５年 

点字 

ディスプレイ 

文字等のコンピューターの画面情

報を点字等により示すことのでき

るもの 

視覚障害の程度が 2 級以上の者で

あって、必要と認められるもの。た

だし、点字を使用できる者に限る 

383,500 円 ６年 

点字器 

標準型 

Ａ：32 マス 18 行、 

両面書真鍮板製 

Ｂ：32 マス 18 行、 

   両面書プラスチック製 
視覚障害 2 級以上の身体障害児・

者で原則として学齢児以上のもの          

☆ 

標準型Ａ 

10,712 円 

標準型Ｂ 

6,798 円 

７年 

携帯用 

Ａ：32 マス 4 行、 

   片面書アルミニウム製 

Ｂ：32 マス 12 行 

   片面書プラスチック製 

携帯用Ａ 

7,416 円 

携帯用Ｂ 

1,699 円 

５年 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

視覚障害者用 

ポータブル 

レコーダー 

音声等により操作ボタンが知覚又

は認識でき、かつ、DAISY 方式に

よる録音及び該当方式により記録

された図書の再生が可能な製品で

あって、視覚障害児・者が安易に使

用し得るもの 

視覚障害 2 級以上の身体障害児・

者で、原則として学齢児以上のもの 

録音再生機 

85,000 円 

再生専用機 

35,000 円 

６年 

視覚障害者用 

活字文書 

読上げ装置 

文字情報と同一紙面上に記載され

た文字情報を暗号化した情報を読

み取り、音声信号に変換して出力す

る機能を有するもので、視覚障害

児・者が容易に使用し得るもの 

視覚障害 2 級以上の身体障害児・

者であって、原則として学齢児以上

のもの 

99,800 円 ６年 

情報・通信支援 

用具 

視覚障害者用ワープロアプリケー

ションソフト、画面拡大ソフト、画

面音声化ソフトなど情報機器（パー

ソナルコンピュータ）を使用する際

に必要な周辺機器又はソフトウェ

ア 

視覚の障害が 2 級以上の身体障害

児・者で情報機器（パーソナルコン

ピュータ）の使用により社会参加が

見込まれるもので、原則として学齢

児以上のもの 

100,000 円 ６年 

視覚障害者用

ワードプロセ

ッサー 

（共同利用） 

編集、校正機能を持ち、日本点字表

記法に基づき、入力した文章を自動

的に点字変換が可能で点字プリン

ターとの連動により点字文書の作

成及び音声化ができるもの 

視覚障害児・者であって、原則とし

て学齢児以上 
－ － 

福祉電話 

（貸与） 
障害者が容易に使用しうるもの 

外出困難な身体障害者（原則として

2 級以上）であって、意思疎通、緊

急連絡等の手段として必要性があ

ると認められる者及びファックス

被貸与者（障害者のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯） 

－ － 

●聴覚障害者向け用具         

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

15,500 円 ８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

聴覚障害者用 

屋内信号装置 

音・音声等を視覚・触覚等により知

覚できるもの 

聴覚障害 2 級以上の身体障害者（聴

覚障害者のみの世帯及びこれに準

ずる世帯で日常生活上必要と認め

られる世帯） 

87,400 円 10 年 

携帯用 

信号装置 

送信機と受信機を１組とし、 

送信機による合図（呼出し） 

が触覚等により知覚できるもので、

携帯可能なもの 

聴覚障害児・者のうち、視覚又は触

覚によらなければ呼び出し等に応

じることができないもの 

18,000 円 10 年 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

文字放送 

ラジオ 

ＦＭ文字多重放送の受信が可能な

もの 

聴覚障害児・者のうち、文字による

情報を必要とするもの 
23,000 円 ５年 

聴覚障害者用 

通信装置 

一般の電話機に接続することがで

き、音声の代わりに文字等により通

信が可能な機器であり、障害児・者

が容易に使用し得るもの 

聴覚障害児・者であって、意思疎通、

緊急連絡等の手段として必要と認

められるもので、原則として学齢児

以上のもの 

71,000 円 ５年 

聴覚障害者用 

情報受信装置 

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害

児・者用番組並びにテレビ番組に字

幕及び手話通訳の映像を合成した

ものを画面に出力する機能を有し、

かつ、災害時の聴覚障害児・者向け

の緊急信号を受信するもので、聴覚

障害児・者が容易に使用し得るもの 

聴覚障害児・者であって、本装置に

よりテレビの視聴が可能となるも

の 

88,900 円 ６年 

福祉電話 

（貸与） 
障害者が容易に使用しうるもの 

難聴者であって、意思疎通、緊急連

絡等の手段として必要性があると

認められる者及びファックス被貸

与者（障害者のみの世帯及びこれに

準ずる世帯） 

－ － 

ファックス 

（貸与） 
障害者が容易に使用し得るもの 

聴覚障害 3 級以上の身体障害者で

あって、意思疎通、緊急連絡等の手

段として必要性があると認められ

るもので、電話（難聴者用電話を含

む）による意思疎通等が困難な障害

者のみの世帯及びこれに準ずる世

帯 

－ － 

●音声・言語障害者向け用具       

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用

年数 

人工喉頭 

笛式：呼気によりゴム等の膜を 

振動させ、ビニール等の管を通じ

て音源を口腔内に導き構音化す

るもの 

電動式：顎下部等にあてた電動 

板を駆動させ経皮的に音源を口

腔内に導き構音化するもの 

喉頭摘出により、音声・言語機能を

喪失した障害児・者  ☆ 

笛式 

5,150 円 
４年 

電動式 

72,203 円 
５年 

携帯用 

会話補助装置 

携帯式で、言葉を音声又は文書に変

換する機能を有し、障害児・者が容

易に使用し得るもの 

音声機能若しくは言語機能障害

児・者。原則として学齢児以上のも

の          ☆ 

98,800 円 ５年 

聴覚障害者用 

通信装置 

一般の電話機に接続することがで

き、音声の代わりに文字等により通

信が可能な機器であり、障害児・者

が容易に使用し得るもの 

発声・発語に著しい障害を有する者

であって、意思疎通、緊急連絡等の

手段として必要と認められるもの

で、原則として学齢児以上のもの 

71,000 円 ５年 

ファックス 

（貸与） 
障害者が容易に使用し得るもの 

音声機能若しくは言語機能障害 3

級以上の身体障害者であって、意思

疎通、緊急連絡等の手段として必要

性があると認められるもので、電話

（難聴者用電話を含む）による意思

疎通等が困難な障害者のみの世帯

及びこれに準ずる世帯 

－ － 
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●平衡機能障害者向け用具       

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用

年数 

Ｔ字状・棒状の 

つえ 
歩行の補助杖となるもの 

平衡機能に障害を有する身体障害

児・者で、原則として 3 歳以上の

もの 

木製  

2,266 円 

軽金属製 

3,090 円 

３年 

移動・移乗支援 

用具 

おおむね次のような性能を有する

手すり、スロープ等であること。た

だし、設置に当たり住宅改修を伴う

ものを除く 

ア 障害児・者の身体機能の状 

態を十分踏まえたものであって、

必要な強度と安定性を有するも

の 

イ 転倒予防、立ち上がり動作 

の補助、移乗動作の補助、段差解

消等の用具とする 

平衡機能に障害を有し、家庭内の移

動等において介助を必要とする身

体障害児・者で、原則として 3 歳

以上のもの 

 

 

60,000 円 

 

８年 

 

●上肢機能障害者向け用具       

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

頭部保護帽 
転倒の衝撃から頭部を保護できる

もの 

肢体不自由児・者で、頻繁に転倒す

るもの        ☆ 

A スポンジ、革

が主材料 

12,768 円 

B スポンジ、

革、プラスチッ

クが主材料 

30,870 円 

３年 

特殊便器 

足踏ペダルで温水温風を出し得る

もの。ただし、取替えに当たり住宅

改修を伴うものを除く 

上肢障害 2 級以上の身体障害児・

者で、原則として学齢児以上のもの 

便座型 

122,800 円 

便座一体型 

151,200 円 

８年 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

15,500 円 ８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

情報・通信 

支援用具 

上肢不自由者のインテリキー、ジョ

イスティックなど情報機器（パーソ

ナルコンピュータ）を使用する際に

必要な周辺機器又はソフトウェア 

上肢の障害が 2 級以上の身体障害

児・者で情報機器（パーソナルコン

ピュータ）の使用により社会参加が

見込まれるもので、原則として学齢

児以上のもの 

100,000 円 ６年 

携帯用 

会話補助装置 

携帯式で、言葉を音声又は文書に変

換する機能を有し、障害児・者が容

易に使用し得るもの 

肢体不自由児・者であって、発声、

発語に著しい障害を有するもので、

原則として学齢児以上のもの ☆ 

98,800 円 ５年 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

福祉電話 

（貸与） 
障害者が容易に使用しうるもの 

外出困難な身体障害者（原則として

2 級以上）であって、意思疎通、緊

急連絡等の手段として必要性があ

ると認められる者及びファックス

被貸与者（障害者のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯） 

－ － 

●下肢・体幹機能障害者向け用具     

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

特殊寝台 

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯

し、原則として使用者の頭部及び脚

部の傾斜角度を個別に調整できる

機能を有するもの 

下肢又は体幹機能障害 2 級以上の

身体障害者 
154,000 円 ８年 

特殊マット 

褥瘡の防止又は失禁等による汚染

若しくは損耗を防止できる機能を

有するもの 

下肢又は体幹の障害の程度が 2 級

以上の身体障害児で、原則として 3

歳以上のもの。下肢又は体幹機能障

害 1 級（常時介護を要する者に限

る）の身体障害者 

19,600 円 ５年 

特殊尿器 

尿が自動的に吸引されるもので、障

害者又は介助者が容易に使用し得

るもの 

下肢又は体幹機能障害 1 級（常時

介護を要する者）の身体障害児・者

で、原則として学齢児以上のもの 

67,000 円 ５年 

入浴担架 
障害者を担架に乗せたままリフト

装置により入浴させるもの 

下肢又は体幹機能障害 2 級以上（入

浴に介護を要する者）の身体障害

児・者で、原則として 3 歳以上の

もの 

82,400 円 ５年 

体位変換器 
介助者が障害児・者の体位を変換さ

せるのに容易に使用し得るもの 

下肢又は体幹機能障害 2 級以上（下

着交換等に当たって家族等他人の

介助を要する者）の身体障害児・者

で、原則として学齢児以上のもの 

15,000 円 ５年 

移動用リフト 

介護者が重度身体障害児・者を移動

させるに当たって容易に使用し得

るもの（天井走行型その他住宅改修

を伴うものを除く） 

下肢又は体幹機能障害の身体障害

児・者で、原則として 3 歳以上の

もの 

159,000 円 ４年 

訓練いす 
原則として附属のテーブルをつけ

るものとする 

下肢又は体幹機能の障害の程度が

2 級以上の身体障害児で、原則とし

て 3 歳以上のもの（児のみ） 

33,100 円 ５年 

訓練用ベッド 
腕又は脚の訓練ができる器具を備

えたもの 

下肢又は体幹機能の障害の程度が

2 級以上の身体障害児で、原則とし

て学齢児以上のもの（児のみ） 

159,200 円 ８年 

入浴補助用具 

入浴時の移動・座位の保持、浴

槽への入水等を補助でき、障害

児・者又は介助者が容易に使用

し得るもの 

入浴に介助を必要とする下肢又

は体幹機能の身体障害児・者で、

原則として３歳以上のもの 

90,000 円 ８年 

便器 
障害者が容易に使用し得るもの（手

すりをつけることができる） 

ア 下肢又は体幹の障害の程度 

が 2 級以上の身体障害児で、原

則として学齢児以上のもの（児の

み） 

イ 下肢又は体幹機能障害 2 級 

以上の身体障害者 

手すり有り 

9,850 円 

手すり無し 

4,450 円 

８年 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

頭部保護帽 
転倒の衝撃から頭部を保護できる

もの 

肢体不自由児・者で、頻繁に転倒す

るもの        ☆ 

A スポンジ、革

が主材料 

12,768 円 

B スポンジ、

革、プラスチッ

クが主材料 

30,870 円 

３年 

Ｔ字状・棒状の 

つえ 
歩行の補助杖となるもの 

下肢若しくは体幹機能に障害を有

する身体障害児・者で、原則として

3 歳以上のもの 

木製  

2,266 円 

軽金属製 

3,090 円 

３年 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

15,500 円 ８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

移動・移乗支援 

用具 

おおむね次のような性能を有する

手すり、スロープ等であること。た

だし、設置に当たり住宅改修を伴う

ものを除く 

ア 障害児・者の身体機能の状態

を十分踏まえたものであって、必

要な強度と安定性を有するもの 

イ 転倒予防、立ち上がり動作 

の補助、移乗動作の補助、段差解

消等の用具とする 

下肢若しくは体幹機能に障害を有

し、家庭内の移動等において介助を

必要とする身体障害児・者で、原則

として 3 歳以上のもの 

60,000 円 ８年 

紙おむつ 

３歳以上で右記のいずれかに該

当する障害児・者は、ストマ用

装具に代えて紙おむつを給付す

ることができる 

ア 先天性疾患（先天性鎖肛門

を除く）に起因する神経障害

よる高度の排尿機能障害又は

高度の排便機能障害のある者 

イ 脳性麻痺等脳原性運動機能 

障害により排尿又は排便の意

思表示が困難なもの   ☆ 

12,000 円/月 － 

福祉電話 

（貸与） 
障害者が容易に使用しうるもの 

外出困難な身体障害者（原則として

2 級以上）であって、意思疎通、緊

急連絡等の手段として必要性があ

ると認められる者及びファックス

被貸与者（障害者のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯） 

－ － 

居宅生活動作

補助用具 

（住宅改修） 

障害児・者の移動等を円滑にする用

具で設置に小規模な住宅改修を伴

うもの 

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以

前の非進行性の脳病変による運動

機能障害（移動機能障害に限る）を

有する者であって、障害等級 3 級

以上のもので、学齢児以上のもの。

ただし、特殊便器への取替えをする

場合は、上肢 2 級以上の者 

200,000 円 
原則 

1 回 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

携帯用 

会話補助装置 

携帯式で、言葉を音声又は文書に変

換する機能を有し、障害児・者が容

易に使用し得るもの 

肢体不自由児・者であって、発声、

発語に著しい障害を有するもので、

原則として学齢児以上のもの ☆ 

98,800 円 ５年 

●内部機能障害者向け用具      

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用

年数 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

15,500 円 ８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

ネブライザー 
身体障害児・者が容易に使用し得る

もの 

呼吸器機能障害 3 級以上の身体障

害児・者で、吸入加湿処置により呼

吸に伴う負担の軽減を図るため必

要と認められるもの 

36,000 円 5 年 

電気式 

たん吸引器 
障害児・者が容易に使用し得るもの 

呼吸器機能障害 3 級以上の身体障

害児・者又は同程度の身体障害児・

者であって必要と認められる者 

56,400 円 5 年 

酸素ボンベ運

搬車（カート） 
障害者が容易に使用し得るもの 

医療保険における在宅酸素療法を

行う 18 歳以上の者 
17,000 円 10 年 

透析液加温器 
透析液を加温し、一定温度に保つも

の 

腎臓機能障害 3 級以上で、自己連

続携行式腹膜灌流法(CAPD)によ

る透析療法を行う身体障害児・者

で、原則として 3 歳以上のもの 

51,500 円 5 年 

動脈血中酸素

飽和度測定器

（パルスオキ

シメーター） 

呼吸状態を継続的にモニタリング

することが可能な機能を有し、容易

に使用し得るもの 

人工呼吸器の装着が必要な呼吸器

機能障害の身体障害児・者 
157,500 円 5 年 

ストマ用装具 

（消化器系・ 

尿路系） 

ストマ用装具（消化器系） 

ストマ用装具（尿路系） 

ストマ造設児・者のうち、膀胱又は

直腸機能障害による身体障害者手

帳を所持している児・者 

☆ 

（消化器系） 

8,858 円／月 

（尿路系） 

11,639 円／月

－ 

福祉電話 

（貸与） 
障害者が容易に使用し得るもの 

外出困難な身体障害者（原則として

2 級以上）であって、意思疎通、緊

急連絡等の手段として必要性があ

ると認められる者及びファックス

被貸与者（障害者のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯） 

－ － 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用

年数 

紙おむつ 

３歳以上であって、右記のいずれか

に該当する障害児・者は、ストマ用

装具に代えて紙おむつを給付する

ことができる 

ア 治療によって軽快の見込み 

のないストマ周辺の皮膚の著し

いびらん、ストマの変形のためス

トマ用装具を装着することがで

きない者並びに先天性疾患（先天

性鎖肛門を除く）に起因する神経

障害による高度の排尿機能障害

又は高度の排便機能障害のある

者及び先天性鎖肛門に対する肛

門形成術に起因する高度の排便

障害のある者で、紙おむつを必要

とするもの 

イ 脳性麻痺等脳原性運動機能 

障害により排尿又は排便の意思

表示が困難なもの   ☆ 

12,000 円/月 － 

●知的障害者向け用具         

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

特殊マット 

褥瘡の防止又は失禁等による汚染

若しくは損耗を防止できる機能を

有するもの 

重度又は最重度の知的障害児・者 19,600 円 5 年 

頭部保護帽 
転倒の衝撃から頭部を保護できる

もの 

知的障害児・者若しくは精神障害

児・者で、てんかんの発作等により

頻繁に転倒するもの ☆ 

A スポンジ、革

が主材料 

12,768 円 

B スポンジ、

革、プラスチッ

クが主材料 

30,870 円 

3 年 

特殊便器 

足踏ペダルで温水温風を出し得る

もの及び知的障害児・者を介助して

いる者が容易に使用し得るもの。た

だし、取替えに当たり住宅改修を伴

うものを除く 

訓練を行っても自ら排便後の処理

が困難な重度又は最重度の知的障

害児・者で、原則として学齢児以上

のもの 

便座型 

122,800 円 

便座一体型 

151,200 円 

8 年 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの 

重度又は最重度の知的障害児・者

（障害者のみの世帯及びこれに準

ずる世帯） 

15,500 円 ８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

重度又は最重度の知的障害児・者

（障害者のみの世帯及びこれに準

ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

電磁調理器 
知的障害児・者が容易に使用し得る

もの 

重度又は最重度の知的障害児・者

で、18 歳以上のもの 
41,000 円 ６年 

●難病・その他状態によるもの       

品 目 性 能 対象者 基 準 額 
耐用 

年数 

特殊寝台 

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯

し、原則として使用者の頭部及び脚

部の傾斜角度を個別に調整できる

機能を有するもの 

寝たきりの状態にある難病患者等 154,000 円 ８年 
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品 目 性 能 対象者 基 準 額 
耐用 

年数 

特殊マット 

褥瘡の防止又は失禁等による汚染

若しくは損耗を防止できる機能を

有するもの 

寝たきりの状態にある難病患者等 19,600 円 5 年 

特殊尿器 

尿が自動的に吸引されるもので、障

害者又は介助者が容易に使用し得

るもの 

自力で排尿できない難病患者等 67,000 円 ５年 

体位変換器 
介助者が障害児・者の体位を変換さ

せるのに容易に使用し得るもの 

寝たきりの状態にある難病患者等

で、原則として学齢児以上のもの 
15,000 円 ５年 

移動用リフト 

介護者が重度身体障害児・者を移動

させるに当たって容易に使用し得

るもの（天井走行型その他住宅改修

を伴うものを除く） 

下肢又は体幹機能に障害のある難

病患者等で、原則として 3 歳以上

のもの 

159,000 円 ４年 

訓練用ベッド 
腕又は脚の訓練ができる器具を備

えたもの 

下肢又は体幹機能に障害のある難

病患者等で、原則として学齢児以上

のもの 

159,200 円 ８年 

入浴補助用具 

入浴時の移動・座位の保持、浴槽へ

の入水等を補助でき、障害児・者又

は介助者が容易に使用し得るもの 

入浴に介助を必要とする難病患者

等で、原則として 3 歳以上のもの 
90,000 円 ８年 

便器 
障害者が容易に使用し得るもの（手

すりをつけることができる） 

常時介助を要する難病患者等で、原

則として学齢児以上のもの 

手すり有り 

9,850 円 

手すり無し 

4,450 円 

８年 

移動・移乗支援 

用具 

おおむね次のような性能を有する

手すり、スロープ等であること。た

だし、設置に当たり住宅改修を伴う

ものを除く 

ア 障害児・者の身体機能の状態

を十分踏まえたものであって、必

要な強度と安定性を有するもの 

イ 転倒予防、立ち上がり動作 

の補助、移乗動作の補助、段差解

消等の用具とする 

下肢が不自由なため家庭内の移動

等において介助を必要とする難病

患者等で、原則として 3 歳以上の

もの 

60,000 円 ８年 

特殊便器 

足踏ペダルで温水温風を出し得る

もの。ただし、取替えに当たり住宅

改修を伴うものを除く 

上肢機能に障害のある難病患者等

で、原則として学齢児以上のもの 

便座型 

122,800 円 

便座一体型 

151,200 円 

８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な難病患者等（難病患者等のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

ネブライザー 
身体障害児・者が容易に使用し得る

もの 

呼吸器機能に障害のある難病患者

等 
36,000 円 5 年 

電気式 

たん吸引器 
障害児・者が容易に使用し得るもの 

呼吸器機能に障害のある難病患者

等 
56,400 円 5 年 

酸素ボンベ運

搬車（カート） 
障害者が容易に使用し得るもの 

医療保険における在宅酸素療法を

行う 18 歳以上の者 
17,000 円 10 年 

動脈血中酸素

飽和度測定器

（パルスオキ

シメーター） 

呼吸状態を継続的にモニタリング

することが可能な機能を有し、容易

に使用し得るもの 

人工呼吸器の装着が必要な難病患

者等 
157,500 円 5 年 
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品 目 性 能 対象者 基 準 額 
耐用 

年数 

トイレ 

チェアー 

椅子様の形状をし、座位を保ったま

ま排便が可能なもの 

頸髄損傷により、通常の便座上で座

位を保てない者 
81,000 円 ８年 

車椅子用 

段差昇降機 

地面と屋内床面の高低差が 1ｍ程

度の場合であって、車椅子に乗った

ままの状態で、昇降が可能なもの 

常時車椅子を使用する身体障害

児・者 
260,000 円 15 年 

福祉電話 

（貸与） 
障害者が容易に使用しうるもの 

難聴者であって、意思疎通、緊急連

絡等の手段として必要性があると

認められる者及びファックス被貸

与者（障害者のみの世帯及びこれに

準ずる世帯） 

－ － 

収尿器 

男性用 

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿 

の逆流防止装置をつけるもの 

ラテックス製又はゴム製 

女性用 

普通型 耐久性ゴム製採尿袋 

を有するもの 

簡易型 ポリエチレン製の採 

尿袋導尿ゴム管付 

せき髄損傷、外傷性泌尿器障害、尿

路系腫瘍等の傷病により排尿障害

がある児・者 

男性用 

普通型 

7,931 円 

簡易型 

5,871 円 

女性用 

普通型 

8,755 円 

簡易型 

6,077 円 

1 年 

居宅生活動作

補助用具 

（住宅改修） 

障害児・者の移動等を円滑にする用

具で設置に小規模な住宅改修を伴

うもの 

下肢又は体幹機能に障害のある難

病患者等で、学齢児以上のもの 
200,000 円 

原則 

1 回 

人工呼吸器用

非常用電源 

①外部バッテ

リー、ポータ

ブル電源 

②正弦波イン

バ ー タ ー 発

電機 

③カーインバ

ーター 

     ※ 

使用する人工呼吸器又は外部バッ

テリー等に支障なく電力を供給で

きるもので、障害児・者又は介助者

が容易に使用し得るもの 

ア 人工呼吸器の装着が必要な難

病患者等 

イ 人工呼吸器の装着が必要な呼

吸器機能障害３級以上の身体障

害児・者又は医師の意見書により

障害の程度が同程度であると認

められるもの 

① 

80,000 円 

 

② 

100,000 円 

 

③ 

30,000 円 

① 

５年 

 

② 

10年 

 

③ 

5 年 

※人工呼吸器用非常用電源については、①～③のいずれか１種類のみ給付します。 

 

在宅の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの児童に対し、日常生活を容易にするため日

常生活用具の給付を行います。ただし、所得に応じて一部自己負担があります。 

※ 購入後の申請は受け付けられませんので、あらかじめご相談ください。 

〈種 目〉 便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、 

特殊尿器、体位変換器、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クール 

ベスト、紫外線カットクリーム、パルスオキシメーター、ネブライザー、 

ストマ用装具（消化器系・尿路系）、人工鼻 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

○ 小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付 
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身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、言語の習得、教育等

における健全な発達を支援するため、補聴器購入・修理費用の一部を助成します。 

補聴器の種類ごとに設定される基準価格と、補聴器の購入・修理費を比較して、いずれか少

ない方の金額の３分の２の額（1,000 円未満切捨て）を助成します。 

ただし、労働者災害補償保険法やその他の法令の規定に基づく補聴器購入・修理費用の助成

を受けている場合には助成の対象外となります。 

※ 購入後の申請は受け付けられませんので、あらかじめご相談ください。 

〈対象者〉次の全てに該当する 18 歳未満の方 

① 市内に住所を有する方 

② 身体障害者手帳の交付対象にならない方（身体障害者福祉法別表第 2 項第 1 号から第

3 号までのいずれにも該当しないと認められる方） 

③ 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する方 

 

補聴器の種類 1 台当たりの基準額 耐用年数 

軽度・中等度難聴用ポケット型 53,500 円※１ 原則 5 年 

軽度・中等度難聴用耳かけ型 55,900 円※１ 原則 5 年 

高度難聴用ポケット型 53,500 円※１ 原則 5 年 

高度難聴用耳かけ型 55,900 円※１ 原則 5 年 

重度難聴用ポケット型 68,500 円※１ 原則 5 年 

重度難聴用耳かけ型 80,700 円※１ 原則 5 年 

耳あな型（レディメイド） 101,500 円 原則 5 年 

耳穴型（オーダーメイド） 144,900 円 原則 5 年 

骨導式ポケット型 74,100 円 原則 5 年 

骨導式眼鏡型 

（骨伝導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が

期待できない場合に、補聴効果が認められ装用する

軟骨伝導式補聴器を含む） 

134,500 円※２ 原則 5 年 

ＦＭ型補聴システム（一式）ＦＭ型受信機 97,300 円 原則 5 年 

ＦＭ型補聴システム（一式）ワイヤレスマイク 135,400 円 原則 5 年 

ＦＭ型補聴システム（一式）オーディオシュー 5,250 円 原則 5 年 

※１ イヤーモールドを必要としない場合は、基準額から 9,500 円を除く 

※２ 平面レンズを必要としない場合は、基準額から一枚につき 3,800 円を除く 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

○ 軽度・中等度難聴児の補聴器購入・修理費用の一部助成 
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①  

 障害のある方に限らず、事故・病気等により、日常生活で車椅子を必要とする方に車椅子の

貸し出しを無料で行っています。あらかじめご連絡ください。 

→ 窓口 障害者福祉課      TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

東松山市社会福祉協議会 TEL ２３－１２５１  FAX ２３－８８９８ 

 

 食生活の改善と健康増進を図るため、栄養バランスに配慮した食事を自宅に届けるサービス

です。また、配達の際に安否確認を行います。 

〈対象者〉身体的又は精神的な事情により、買い物や調理が困難な次のいずれかに該当する方 

① ６５歳以上のひとり暮らしの方 

② ６５歳以上の高齢者世帯の方 

③ ６５歳以上の高齢者を含む世帯の方（当該世帯中の６５歳未満の方が、身体障害者手帳、

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの場合） 

④ ６０歳以上６５歳未満の方で構成される世帯の方（当該世帯中のすべての方が、③に掲

げる手帳のいずれかをお持ちの場合） 

〈費用負担〉 一食４００円（ごはん付き） ／ 一食３５０円（おかずのみ） 

       ※ 特別食を希望する場合、上記金額に別途追加料金がかかります。 

→ 窓口 高齢介護課  TEL ２１－１４０６  FAX ２２－７７３１ 

 

 見守り、日常生活上の手続き援助や金銭管理など、一人で生活していくには不安がある方が

安心した生活を送れるように、生活支援員が定期的に訪問し、援助をします。 

〈対象者〉 

 物忘れなどのある高齢者、知的障害又は精神障害のある方などで、一人で生活していくに

は不安がある方 

〈内 容〉 

① 福祉サービス利用の手続き、書類の整理など 

② 日常生活に必要な事務手続きの援助など 

③ 公共料金の支払いや生活費のお届けなど、必要な金銭の出し入れに関する援助 

④ 預金通帳など大切な書類を、自分で保管することが困難な場合のお預かり 

※ ④は、①～③の利用者のみ 

〈利用料金〉 

・ 上記①～③は、１回１時間まで 1,200 円（通帳預かりがある時は 1,600 円）、以降    

３０分ごとに 400 円が加算 

・ 上記④については、基本料 2,000 円（１年間） 利用料 500 円（１か月） 

※ 契約するまでのご相談や支援計画の作成は、無料です。 

→ 窓口 東松山市社会福祉協議会  TEL ２３－１２５１ FAX ２３－８８９８ 

○ 車椅子の無料貸し出し 

○ 配食サービス 

○ あんしんサポートねっと（福祉サービス利用援助事業） 
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 成年後見制度に関する説明や申立て手続のお手伝い、専門職の紹介等を無料で行っています。 

〈内 容〉 

 ・生活や財産管理に関する困りごとについて相談に応じ、成年後見制度の利用の必要性に 

ついて検討します。 

 ・成年後見制度が必要な方やその家族等に申立ての説明や支援を行います。 

 ・必要な専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士）に繋ぐ支援をします。 

→ 窓口 東松山市成年後見センター  東松山市松本町１－７－８ 市民福祉センター内 

TEL ５９－５６７０ FAX ５９－５０６６ 

 

 成年後見制度とは、認知症や障害のために判断能力が不十分な状態にある方が、契約や財産

の管理において不利益を被らないよう保護し、支援する制度です。 

成年後見制度を利用しようとしている方のうち、申立てを行うべき親族がいない方や、現在

利用している方のうち、助成を受けなければ成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に対す

る支援を行います。 

〈対象者〉 

市内に住所を有する方で、重度の認知症、知的障害または精神障害により判断能力が十分

でなく、２親等以内に申立てを行うべき親族がいない方、又は助成を受けなければ成年後見

人等への報酬の支払いが困難な方 

〈内容〉 

① 市長審判の申立て 

市長による審判申立ての手続を行います。 

② 成年後見人等への報酬の助成 

月額 28,000 円（施設入所者や入院期間が１年以上の者は 18,000 円）を上限に、成

年後見人等への報酬を助成します。 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

 地域住民のボランティア活動に関する理解と関心を深め、ボランティアの育成や活動先、受

入先の連絡調整、ボランティア保険の加入手続、ボランティア情報の発信などを行っています。 

→ 窓口 東松山市社会福祉協議会  TEL ２３－１２５１ FAX ２３－８８９８ 

 

 

 

○ 成年後見制度に関する相談 

○ 成年後見制度利用支援事業 

○ ボランティアセンター 


